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八王子市

第２期 多文化共生推進プラン

国籍、民族、文化の違いを互いに認め合い、助け合い、

活かし合いながら、共に暮らす多文化共生のまちづくり



 



 

多文化共生社会の実現をめざして 

 

 本市が、平成 30 年（2018 年）に「多文化共生推進プラン」の改定を行ってから 5 年が経過

しました。この間、在住外国人サポートデスクの充実、外国人留学生への支援、多言語による情

報提供、多文化共生意識の啓発などの取組を着実に進めてまいりました。 

 

 国内の外国人人口は増加し続けており、約 296 万人（令和 4 年（2022 年）6 月現在）と過

去最多となっています。本市においても、人口のおよそ 2.5％を占める約 14,000 人の外国

人市民が生活しています。 

 また、新たな在留資格の創設、デジタル化の進展、新型コロナウイルス感染症の影響など、社

会情勢の変化により、多文化共生のまちづくりを進めるうえでの課題も多様化しています。 

  

 今回、こうした社会の変化や課題に対応するため、第２期多文化共生推進プランを策定しま

した。「外国人市民も安心して暮らせるまち」「多様な文化を尊重し共に支え合うまち」を基本目

標に、具体的な施策を進めてまいります。 

 

今後も、基本理念である「国籍、民族、文化の違いを互いに認め合い、助け合い、活かし合い

ながら、共に暮らす多文化共生のまちづくり」をめざして、多文化共生施策に取り組んでまいり

ますので、市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 

結びに、本プランの策定にあたり、貴重な御意見をいただきました多文化共生推進評議会の

皆様、アンケート調査やパブリックコメントに御協力いただきました市民の皆様、関係各位の皆

様に心から御礼申し上げます。 

 

 

 令和 5年（2023年）3月                     

  

           八王子市長 
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第 1章 第 2期多文化共生推進プラン策定にあたって 

 

1．プラン策定の目的 

  本市では、国の「地域における多文化共生推進プラン」に基づき、平成25年（2013年）3月に「多文化

共生推進プラン」を策定し、平成30年（2018年）3月に改定を行いました。  

   「多文化共生推進プラン（改定版）」では、基本理念に「国籍、民族、文化の違いを互いに認め合い、助け

合い、活かし合いながら、共に暮らす多文化共生のまちづくり」を掲げ、「外国人市民（※）も安心して暮ら

せるまちの実現」「国際感覚豊かな市民を育むまちの実現」に向けたさまざまな施策を実施し、着実に成果

を上げてきました。 

 

   改定から5年が経過し、その間、日本における外国人を取り巻く状況は大きく変化しています。 

平成 31 年（2019 年）4 月には、「出入国管理及び難民認定法」が改正され、在留資格に「特定技能」が

追加されました。このことにより、外国人人口の増加・多国籍化が進むことが見込まれています。 

   令和元年（2019 年）6 月には、国内外における日本語教育の機会の拡充・日本語教育の水準の維持向

上等を目的とした「日本語教育の推進に関する法律」が施行されました。 

   令和 2 年（2020 年）9 月に、これらの社会情勢の変化に対応するため、「地域における多文化共生推

進プラン」の改訂を行い、地域の実情を踏まえた多文化共生の推進に係る計画の見直し等が求められてい

ます。 

   また、令和4年（2022年）6月には「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」において、「外国

人との共生社会の実現に向けたロードマップ」が決定され、国の目指すべき共生社会のビジョン、その実

現に向けて取り組むべき中長期的な課題及び具体的施策等が示されました。 

   

本市においても、平成29年（2017年）12月に12,219人だった外国人人口は令和4年（2022年）

12 月には 14,196 人と増加しています。また、国籍数も平成 29 年（2017 年）12 月の 103 か国から

令和 4 年（2022 年）12 月には 116 か国と、より多国籍化しています。今後もこの傾向が続くことが見

込まれており、それに伴う多文化共生施策の一層の充実が必要とされています。 

これらの社会情勢の変化に対応した新たなプランを策定するにあたり、令和 3 年（2021 年）に実施し

た、外国人市民アンケートと市政モニターアンケートの結果などから、現状と課題を整理したうえで、本市

における多文化共生をさらに進展させることを目的に「第 2 期八王子市多文化共生推進プラン」を策定し

ました。 

 

多文化共生とは… 

国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として

共に生きていくこと。（総務省「多文化共生の推進に関する研究会報告書」【平成 18年（2006年）】から抜粋） 

※外国人市民：本プランでは、本市に生活拠点を有する外国籍住民に加え、すでに日本国籍を取得している外国出身の方も広

く含みます。   
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2．計画期間 

   本プランの計画期間は、本市の基本構想・基本計画である「八王子未来デザイン２０４０」との整合を図り、

令和5年度（2023年度）から令和12年度（2030年度）の8年間とします。また、この間の社会情勢の

変化により、必要に応じて見直しを行います。 

  

3．ＳＤＧｓの推進 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals:ＳＤＧｓ））は、経済・社会・環境の3

つのバランスが取れた社会を目指すための国際目標であり、平成 27 年（2015 年）９月に国連総会で採択

された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に掲げられているものです。このＳＤＧｓは、発展途上

国だけでなく、先進国も含めたすべての国々、人々を対象としており、令和 12 年（2030 年）までに持続可

能な世界を実現するための 17 のゴールと 169 のターゲットで構成されています。「誰一人取り残さない」

社会の実現を目指し、達成に向けてすべての人々がＳＤＧｓを理解し、それぞれの立場で主体的に行動するこ

とが求められています。国では、平成 28 年（2016 年）に内閣に「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部」

を設置するとともに、同年に策定した「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」には、地方自治体の各種計

画等にＳＤＧｓの要素を最大限反映することを奨励しています。本市においては、基本構想・基本計画「八王

子未来デザイン２０４０」における基本理念「人とひと、人と自然が響き合い、みんなで幸せを紡ぐまち八王子」

が、ＳＤＧｓに掲げる持続可能な社会の実現と方向性が同一であるため、基本計画に定めた 37 の施策を着

実に実行することで、17のゴールの達成へ貢献していきます。 

本市においても、ＳＤＧｓの取組を外国人市民と共に進めることが重要と考えています。本プランでは、基

本理念を「国籍、民族、文化の違いを互いに認め合い、助け合い、活かし合いながら、共に暮らす多文化共生

のまちづくり」としており、ＳＤＧｓの 17 のゴールのうち特に関連が深い、「4」「10」「11」「16」「17」の達成

に貢献しています。 
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推進する施策  5・6・12・13 

外国人市民に対する日本語教育を推進し、外国人児童生徒への教育支援を充実すること

により、日常生活や学校生活に適応できるような環境を整えます。 

 

 

推進する施策  1・2・3・4・7・8・9・10・11・14・16・17 

コミュニケーション支援・生活支援の充実を図ることで、外国人市民も安心して暮らせる

まちを目指します。 

 

 

推進する施策  1・2・3・4・7・8・9・10・11・14 

多言語による情報提供や安心・安全な暮らしの確保を図ることにより、外国人市民が住み

続けたいと思うまちづくりを進めます。 

 

         

        推進する施策  1・2・3・4・7・8・9・10・11・14・16・17 

        外国人市民への支援、市民への多文化共生の意識づくりを行うことにより、全ての人を取

り残さない社会の実現を目指します。 

 

 

推進する施策  15・16・17・18・19・20・21・22 

外国人市民の社会参加、国際交流を推進することで、多文化共生のまちづくりを進めま

す。 
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第２章 現状と課題 

 

１．外国人政策に関する国・東京都の動向 

日本における在留外国人数は、リーマンショックや東日本大震災、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

の影響などによる一時的な減少はありますが、長期的には増加し続けています。令和４年（２０２２年）６月

末には約２９６万人と過去最高となり、平成２年（1990 年）約 108 万人と比べると約２．7 倍と大幅に増

加しています。 

 

（1）国の動向 

 平成１８年（２００６年）に、「多文化共生の推進に関する報告書」を踏まえ「地域における多文化共生推進プ

ラン」を策定し、各自治体における多文化共生の推進を促してきました。このプランは、地域における多文

化共生の意義や地域における多文化共生施策の基本的な考え方が示され、市区町村の役割として、多文化

共生の推進に関する指針・計画を作成した上で、外国人住民を直接支援する主体としての取組を行うこと

としました。 

その後、平成３０年（２０１８年）には、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を取りまとめ、外

国人の受入れと共生社会づくりの推進を図ることにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会

の実現を目指す方向性を示し、平成３１年（２０１９年）には「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法

の一部を改正する法律」、令和元年（２０１９年）には「日本語教育の推進に関する法律」を施行し、外国人材

の受入れ、外国人が働きやすい環境の整備や外国人が不自由なく日常生活を送れる環境の整備を進める

こととしました。 

令和２年（２０２０年）には、「地域における多文化共生推進プラン」を改訂し、多文化共生に関する指針や

計画の策定を改めて促す等、地方自治体における多文化共生施策の更なる推進を求め、令和４年（2022

年）には、国の目指すべき共生社会のビジョンの実現に向けて、令和８年度（２０２６年度）までを対象期間と

した中長期的な課題及び具体的施策を示す「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」を策定し、

政府一丸となって外国人との共生社会の実現に向けた環境整備を一層推進していくこととしています。 

 

（2）東京都の動向 

平成１３年（２００１年）に外国人も住みやすく、活躍できるまちにするために「地域国際化推進検討委員会」

を設置し、生活情報の多言語提供や国際交流協会・支援団体とのネットワークづくりの推進など、さまざま

な外国人支援事業を実施してきました。 

平成２５年（２０１３年）には、東京で2度目のオリンピック・パラリンピック競技大会の開催が決定し、大会

後のレガシーとして「誰もが幸せを実感でき、誰もが住み続けたい、世界一のグローバル都市」の実現を目

標に掲げました。 

東京が世界をリードするグローバル都市として発展を続けていくためには、日本人と外国人が共に活躍
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し、共に支え合う、新たな考え方に立った多文化共生社会の実現が不可欠であるとし、平成２８年（２０１６年）

に「多様性を都市づくりに活かし、全ての都民が東京の発展に向けて参加・活躍でき、安心して暮らせる社

会の実現」を基本目標とした「東京都多文化共生推進指針」を策定。令和２年（２０２０年）には、「『未来の東

京』戦略ビジョン」を推進する先導的事業として「東京都つながり創生財団」を設立し、多文化共生社会づく

りを進めています。 
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２．八王子市の現状 

（1）八王子市のこれまでの取組 

 本市では、平成元年（1989年）に外国人留学生奨学金の支給を開始してから、さまざまな国際化施策を実

施してきました。その後、外国人人口増加に伴い、多文化共生施策の必要性が高まる中、外国人市民に対す

るコミュニケーション・生活支援、外国人留学生支援、多文化共生意識の啓発、海外友好交流都市との交流を

実施しています。 

 

平成１６年（２００４年）には八王子国際交流団体連絡会が、平成２０年（２００８年）には「八王子国際協会」

が設立され（八王子国際交流団体連絡会は発展的解散）、在住外国人との交流や生活支援などについて、市

民と行政がより一層の協働関係で取り組んでいます。 

 

平成２５年（２０１３年）３月には、外国人市民会議からの提言や、国際化推進プラン検討委員会における議

論を経て、「八王子市多文化共生推進プラン」を策定しました。その後、プランの進行管理や多文化共生推進

施策への意見等を求めることを目的として、多文化共生推進評議会を設置しています。 

 

 また、令和３年（２０２１年）には、外国人留学生支援事業を見直し、支援の対象を、それまでの大学コンソー

シアム八王子に加盟している大学等に在籍する留学生に加えて、日本語学校や専門学校等に在籍する留学

生まで広げ、地域活動への参加を促進するなど、より生活に密着した支援へ転換しました。 

 

在住外国人サポートデスク 
外国人を対象とした生活相談、くらしの情報提供の窓口です。

さまざまな内容の相談に、多言語で対応しています。JR 八王

子駅前の学園都市センター内に設置されており、八王子国際

協会が運営を行っています。 
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（2）八王子市の現状 

 
①八王子市における外国人人口と割合（各年１２月末現在） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本市の外国人人口は増加傾向にあり、東日本大震災や新型コロナウイルス感染症の影響により一

時的に減少した時期はありますが、令和4年（２０２２年）は過去最も多い14,196人となっており、

４０年前と比較すると１０倍以上になっています。 

 

※ 平成24年（2012年）7月の住民基本台帳法の改正により、外国人市民も住民基本台帳法の適

用対象となりました。そのため、平成２２年（２０１０年）までは、外国人登録による外国人数、平成

２４年（２０１２年）以降は、住民基本台帳による外国人数としています。 
 
 

②八王子市における外国人市民の在留資格内訳（各年１２月末現在） 

 

平成29年（2017年）と令和4年（2022年）を比較すると、平成29年に最も多かった「留学」

は減少しており、「永住者」「技術・人文知識・国際業務」は大幅に増えています。 

 

 昭和55年 
（1980 年） 

平成2年 
（1990 年） 

平成 12年 
（2000年） 

平成 22年 
（2010 年） 

令和2年 
（2020年） 

令和4年 
（2022年） 

外国人人口 1,206 2,536 5,672 9,162 13,137 14,196 

総人口 395,350 459,136 525,637 563,575 561,828 562,145 

外国人の占める割合 0.31％ 0.55％ 1.08％ 1.63％ 2.34％ 2.53％ 

 永住者 留 学 
技術・人文知識 
・国際業務 家族滞在 

日本人の 
配偶者等 

その他 計 

平成29年 

（2017 年） 
3,598 3,778 555 809 733 2,746 12,219 

令和4年 

（2022年） 
4,334 3,349 1,177 1,062 759 3,515 14,196 

（単位：人） 
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昭和55年

（1980年）

平成2年

（1990年）

平成12年

（2000年）

平成22年

（2010年）

令和2年

（2020年）

令和4年

（2022年）

外国人人口

外国人の占める割合

（外国人人口） （外国人の占める割合） 

（単位：人） 
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③八王子市における外国人市民の国・地域別状況（各年１２月末現在） 
 
 

 平成２９年（２０１７年）  令和４年（２０２２年） 

1 中国 4,562  中国 5,332 

2 韓国 1,773  韓国 1,789 

3 フィリピン 1,339  フィリピン 1,410 

4 ベトナム 776  ベトナム 1,366 

5 ネパール 550  ネパール 585 

6 カンボジア 316  米国 324 

7 米国 301  台湾 322 

8 台湾 297  インドネシア 307 

9 タイ 209  ブラジル 252 

10 ブラジル 178  タイ 183 

 全１０５か国 12,219  全１１６か国 14,196 

 

平成２９年（２０１７年）と令和４年（２０２２年）を比較すると、

中国とベトナムの国籍の外国人市民が大幅に増えています。

また、国・地域数も１０５から１１６に増えています。 

 
 
④八王子地域２１大学等における外国人留学生の内訳（令和４年（２０２２年）５月１日現在） 

 
 

留学生の在籍状況  

帝京大学 創価大学 多摩美術大学 中央大学 東京都立大学 拓殖大学 その他 計 

965 536 513 483 464 415 883 4,259 

 
国籍の内訳  

中 国 韓国 ベトナム マレーシア 台湾 インドネシア その他 計 

2,750 632 156 113 74 72 462 4,259 

 

中国

38%

韓国

13%

フィリピン

10%

ベトナム

10%
ネパール

4%

米国

2%

台湾

2%
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2%
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2%

タイ

1%

その他

16%

令和4年（2022年）

（単位：人） 

（単位：人） 
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3．多文化共生のまちづくりを進めるうえでの主要な課題 

 第２期多文化共生推進プラン策定に向けて、令和３年度（２０２１年度）に実施した「外国人市民アンケート」

「市政モニターアンケート」や関係団体へのヒアリング、多文化共生推進評議会における議論などから以下の

ような課題が挙げられました。 

 

（1）多言語による情報提供 

 行政情報や各種申請書、駅やまちなかの案内図等は徐々に多言語化されていますが、本市の外国人市民

の国籍は１１６か国と多国籍化が進み、更なる多言語化が求められています。しかし現実的には、全ての母

語に対応することは難しい状況にあります。 

  外国人市民アンケートでは、読み書きできる言語は、日本語が75％、英語が 52％、中国語が40.5％と

なっています。主要な言語を中心とした多言語化の促進に取り組むとともに、「やさしい日本語」の普及と

活用が必要です。 

  また、すでに導入している市役所窓口でのテレビ電話通訳サービスの活用促進やスマートフォンの多言語

翻訳アプリなどのＩＣＴ技術の積極的な活用が必要になります。 

 

（2）日本語の学習 

    令和元年（２０１９年）に、国内外における日本語教育の機会の拡充・日本語教育の水準の維持向上等を目

的とした「日本語教育の推進に関する法律」が施行されました。 

  外国人市民アンケートでは、日本語能力について、「全くできない」「ほとんどできない（「読む」「書く」の場

合は「ひらがなはできる」）」と答えた人は、「話す」が 4.5％、「聞く」が 5.5％、「読む」は 17％、「書く」は

23％でした。 

 今後も増えることが見込まれている外国人市民が、日常生活、社会生活を地域住民と共に円滑に営むこ

とができるように、日本語学習支援を実施する市民団体等と連携し、日本語学習支援者を育成するなどし

て、外国人市民が日本語を学びやすい環境を整備する必要があります。 

 

（3）生活支援 

  外国人市民アンケートでは、「保育園や学校からの内容が理解できない」「外国語で対応できる病院がわ

からない」といった声があがっています。また、住居への入居や就職時に差別を受けたと感じている人も少

なくありません。 

医療・福祉・子育て支援の情報提供、多言語対応の更なる充実、就労環境の改善、住宅確保の支援が求め

られています。 

また、激甚化する気象災害に備えた防災・災害対応の充実も必要になります。 
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（4）外国人児童生徒への教育支援 

文部科学省調査によると、全国における日本語指導が必要な児童生徒は、平成２８年度（２０１６年度）は

43,947 人でしたが、令和３年度（2021 年度）は 58,353 人と増加しています。本市においても、平成

28年度（２０１６年度）は 63人、令和4年度（2022年度）は８７人と増加傾向にあります。 

本市では、小・中学校における日本語学級の設置、日本語巡回指導員や児童生徒の母語がわかる支援員

の派遣、放課後学習支援教室などの取組を実施しており、引き続き外国人児童生徒に対する教育環境の整

備が必要です。 

 

（5）外国人留学生 

本市は学園都市であり、外国人市民 14,196 人のうち、在留資格が「留学」の外国人は 3,349 人と、

23.5％を占めています。また、市内には大学等への進学を目指す外国人留学生を対象とした日本語学校

が増えています。 

外国人留学生を多文化共生推進の貴重な人材と捉え、生活支援と地域活動への参加を促進することで、

多文化共生のまちづくりにつながると考えています。 

 

（6）多文化共生意識の啓発 

市政モニターアンケートでは、外国人市民が今後さらに増えていくことが見込まれることに対して、「多

様性の豊かなまちになる」が 55.8％、「外国の文化にふれる機会が増える」が 52.6％だった一方、「生活

習慣（ごみの出し方やマナーなど）の違いにより、生活環境が悪くならないか心配である」が 50.5％、「外

国人が増えること自体、なんとなく不安に思う」が29.5％でした。平成28年度（2016年度）の調査と比

較するとネガティブなイメージは減っていますが、引き続き市民への多文化共生意識の啓発、国際理解の

推進を図る必要があります。 

 

（7）外国人市民の社会参画 

外国人市民アンケートでは、地域のイベントやボランティアに参加している外国人市民は9.5％、また、町

会・自治会に加入している外国人市民は22％と地域との関わりが希薄な傾向があります。 

外国人市民が地域に積極的に参加していくことは、地域の活性化に加え、地域社会の担い手の確保にも

つながります。引き続き地域社会への参加の機会拡大に取り組む必要があります。 
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第3章 プランの基本的な考え方 

 

１．基本理念・基本目標 

（１）基本理念 

本市の基本構想・基本計画「八王子未来デザイン２０４０」では、基本理念を「人とひと、人と自然が響

き合い、みんなで幸せを紡ぐまち八王子」としています。 

その実現には、日本人も外国人も地域の一員として認め合い、共に安心して暮らすことができる多文

化共生のまちづくりが必要であり、本プランでは次の基本理念を掲げます。 

 

「国籍、民族、文化の違いを互いに認め合い、助け合い、活かし合いながら、 

共に暮らす多文化共生のまちづくり」 

 

 

（２）基本目標 

現状と課題を踏まえ、基本理念の実現を目指すために、次の２つを基本方針として取り組んでいき

ます。 

 

基本目標1 「外国人市民も安心して暮らせるまち」 

     さまざまな分野での生活支援の充実を図り、外国人であることを理由に不自由を感じることなく、

安心して暮らすことのできるまちを目指します。 

 

 

基本目標2 「多様な文化を尊重し共に支え合うまち」 

     多様な文化や価値観を尊重し、日本人も外国人も、共に地域社会に参加し、支え合う環境づくりを目

指します。 
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２. 施策の柱 

プランの基本理念と基本目標を踏まえ、本市の特性を活かしながら、次の４本の柱を中心に、多文化共生推

進施策に取り組みます。 

 

 

 

外国人市民が生活していくうえで必要なコミュニケーションの支援を行うとともに、市政情報などを多言語

や「やさしい日本語」で提供します。 

 

 

 

外国人市民も安心して地域で生活できるよう、教育、医療、福祉、子育て、住居、就労、防災、外国人留学生に

関する支援の更なる充実を図ります。 

 

 

 

市民の多文化共生意識を啓発するとともに、外国人市民が積極的に社会参加できるような機会を提供します。 

 

 

 

海外友好交流都市との市民交流事業などを通じて、市民の国際感覚を醸成し、国際理解を深めます。 

 

 

 

施策の柱 1 コミュニケーション支援 

施策の柱 2 生活支援 

施策の柱 3 意識啓発と社会参画支援 

施策の柱 4 国際交流の推進 
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３．基本目標に対する指標 

 

 基本目標 1 外国人市民も安心して暮らせるまち  

  

指標 現状値 
目標値 

令和 12年度（2030年度） 

八王子市にこれからも住み

続けたい外国人市民の割合 

86.5％ 

（令和 3年外国人市民アンケート） 
89％ 

語学ボランティア登録者数 
357人 

（令和 4年3月末現在） 
375人 

助っ人留学生活動参加者数 
10人 

（令和 3年度実績） 
150人 

 

 

 基本目標2 多様な文化を尊重し共に支え合うまち  

   

指標 現状値 
目標値 

令和 12年度（2030年度） 

外国人と交流したい市民の

割合 

52.7％ 

（令和 4年市民アンケート） 
65％ 

市や国際協会が主催する事

業への参加者数 

7,015人 

（令和 3年度実績） 
10,000人 
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第 4章 施策の展開 

 

1．施策の体系                                                                                    

                                          

※MICE（マイス）とは、企業等の会議・研修、国際機関・団体、学会等が行う

国際会議 、展示会・見本市、イベントなどのビジネスイベントの総称。ス

ポーツ・文化イベントなど大小さまざまなものが含まれる。 

 

 

基本 

理念 
基本目標 施策の柱 施策のテーマ 推進する施策 

国
籍
、
民
族
、
文
化
の
違
い
を
互
い
に
認
め
合
い
、
助
け
合
い
、
活
か
し
合
い
な
が
ら
、
共
に
暮
ら
す
多
文
化
共
生
の
ま
ち
づ
く
り 

【目標 1】 

外国人市民も安心

して暮らせるまち 

1.コミュニケーション

支援 

1.多言語による情報提供

の充実 

1 行政情報等の多言語化 

2 多言語による窓口対応、相談事業の充実 

3 語学ボランティアの育成と活用 

4 「やさしい日本語」の普及と活用 

2.日本語教育の推進 

5 日本語学習支援者の育成と活用 

6 外国人市民向け日本語学習機会の提供 

2.生活支援 

1.安心・安全な暮らしの

確保 

7 生活に関する情報の提供 

8 就労支援・就労環境の改善 

9 防災・災害対応 

10 医療・福祉・子育て支援 

11 住宅確保の支援 

2.外国人児童生徒への 

教育支援 

12 情報提供・進路指導の充実 

13 日本語による学習支援 

3.外国人留学生の支援 

14 外国人留学生への生活支援 

15 外国人留学生による地域活性化 

【目標 2】 

多様な文化を尊重し

共に支え合うまち 

1.意識啓発と 

社会参画支援 

1.多文化共生の意識づくり 

16 多文化共生意識の啓発 

17 国際理解の推進 

2.外国人市民の社会参加 18 外国人市民への社会参加の支援 

2.国際交流の推進 

1.外国人観光客等への 

対応 

19 外国人観光客への観光案内 

20 MICE*の推進 

2.海外都市との交流 

21 海外友好交流都市等との交流 

22 国際協力の推進 
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２. 推進する施策 

基本目標 1 外国人市民も安心して暮らせるまち 

施策の柱 1 コミュニケーション支援 

施策のテーマ 1 多言語による情報提供の充実 

 

 

 

行政情報、各種申請書、市の施設案内の翻訳を進め、多言語による情報提供、案内表示の充実を図る。 

現状 

■「外国人のためのくらしの便利帳」の発行、市のホームページの多言語化等、行政情報・各種申請書の翻

訳を進めているが、アンケート結果においても、更なる多言語化の要望は多い。 

■外国人市民の増加、定住化が進み、多言語化した行政情報、各種申請書の活用が増えることが見込まれる。 

主な取組 

■「外国人のためのくらしの便利帳」、外国人向け情報誌「Ginkgo」の発行 

■多言語ホームページによる休日医療機関情報、イベント情報等の発信 

■自動翻訳システムによる市ホームページ、総合案内チャットボットの多言語化 

■英語・中国語による休日診療やイベント情報等のメール配信 

■各種申請書、施設利用案内等の翻訳   ■市の施設における案内表示の多言語化 

 

 

 

多文化共生推進事業協力員（外国語を話すことができる職員）や八王子国際協会の語学ボランティアによる通

訳のほか、多言語シートや ICT技術等の活用により、多言語による市役所等の窓口対応の充実を図る。 

現状 

■外国人市民の増加、定住化が進み、市役所の窓口などに手続きや相談に訪れる外国人が増えている。 

■電話による通訳サービスの加え、多文化共生推進事業協力員、八王子国際協会の語学ボランティアが、

市役所窓口等における外国人の案内や相談の通訳を行っている。 

主な取組 

■多文化共生推進事業協力員制度による窓口支援   ■テレビ電話通訳を用いた窓口対応 

■市役所窓口における電話通訳サービスの活用   ■多言語シートを用いた窓口対応 

■八王子国際協会の通訳サービスの活用   ■在住外国人サポートデスク等、各種相談事業の実施 

 

 

 

施策No. 1  行政情報等の多言語化 

施策No. 2  多言語による窓口対応、相談事業の充実 
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市役所の窓口や在住外国人サポートデスクのほか、国際的なイベント等において語学ボランティアが活躍で

きるよう支援する。 

現状 

■八王子国際協会の語学ボランティアの登録者数は、年々増加傾向にあり、多様な言語への対応も可能と

なっている。 

■外国人市民や外国人観光客が増加傾向にあるほか、国際的なイベントなども開催されている。 

主な取組 

■語学ボランティアの登録制度の運用   ■語学ボランティアによる通訳・翻訳支援 

■語学ボランティア研修の実施 

■語学ボランティアによる在住外国人サポートデスクでの相談業務の実施 

 

 

 

「やさしい日本語」の普及啓発に努めるとともに、研修等により、行政情報の提供や窓口対応等における活用

を推進する。 

現状 

■八王子市の在住外国人の国籍は100か国以上となっており、全ての外国人市民の母語の翻訳や通訳に

対応することは困難。 

■外国人市民の定住化が進み、簡単な日本語での日常会話であれば、意思の疎通ができる外国人市民も

増えている。 

■「やさしい日本語」は徐々に知られてきてはいるものの、更なる周知が必要である。 

主な取組 

■市民向けやさしい日本語講座の実施 

■職員向け研修の実施 

■市のホームページなどによる情報提供 

 

 

 

 

 

 

施策No. 3  語学ボランティアの育成と活用 

施策No. 4  「やさしい日本語」の普及と活用 
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基本目標 1 外国人市民も安心して暮らせるまち 
施策の柱 1 コミュニケーション支援 

施策のテーマ2 日本語教育の推進 

 

 

 

日本語学習支援を実施するボランティア団体等と連携し、日本語学習支援者の育成及び活用機会の充実を

図る。 

現状 

■外国人市民の増加や定住化が進んでおり、日本語学習のニーズが高まっている。 

■日本語ボランティア養成講座及びステップアップ講座を行っているが、各講座の参加者が、日本語学習

支援者として活躍することが少ない。 

主な取組 

■日本語ボランティア養成講座の実施 

■日本語ボランティア・ステップアップ講座の実施 

 

 

 

外国人市民が日本語を学びやすい環境を整備するほか、市内外を問わず日本語学習教室の情報提供を

行う。 

現状 

■外国人市民の増加、定住化が進んでおり、日本語学習のニーズが高まっている。 

■各種日本語学習教室の開催情報の更なる周知が必要である。 

■東京都が都内で開催している日本語学習教室の情報を提供している。 

主な取組 

■市による外国人のための日本語学習教室の設置 

■ボランティア団体による日本語学習機会の提供 

■外国人介護従事者等に対する日本語学習支援事業の実施 

施策No. 5  日本語学習支援者の育成と活用 

施策No. 6  外国人市民向け日本語学習機会の提供 
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基本目標 1 外国人市民も安心して暮らせるまち 
施策の柱2 生活支援 

施策のテーマ 1 安心・安全な暮らしの確保 

 

 

 

生活上のルール・マナーに関する基礎知識等について、関係機関と連携して外国人市民への効果的な周知を

図る。 

現状 

■外国人市民が増加し、日本で生活する上でのルールやマナーを知ってもらうことが重要となっている。 

■市政モニターアンケートでは「生活習慣の違いにより、生活環境が悪くならないか心配である」と回答し

た人数が約半数に上った。 

主な取組 

■「外国人のためのくらしの便利帳」、外国人向け情報誌「Ginkgo」の発行 

■フェイスブックページを活用した英語・中国語での情報発信 

■新入留学生を対象に、基本的な生活情報を案内したパンフレットを作成 

■多言語で家庭用ごみ・資源物収集カレンダーの補助冊子を作成 

■交通安全教育指導員による交通ルール・マナー講習 

 

 

 

在住外国人サポートデスク等の相談窓口の充実を図るほか、事業者や関係機関と連携し、外国人を採用した

企業への支援等により、就職・就業環境の改善を図る。 

現状 

■外国人市民の増加、定住化が進み、日本での就職を希望する外国人市民も増えている。 

■外国人市民アンケートでは、外国人を理由に働くことを断られるという回答が見られるほか、外国人が

就職や労働について相談できる窓口を希望する意見がある。 

主な取組 

■在住外国人サポートデスクにおける相談 

■東京外国人雇用サービスセンターが行う就職相談の周知 

 

 

 

 

施策No. 7  生活に関する情報の提供 

施策No. 8  就労支援・就労環境の改善 
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災害時の外国人支援の仕組みを整備するとともに、外国人市民に対し防災・災害対応に関する意識の啓発

を行う。 

現状 

■激甚化する気象災害をはじめとする災害に備えた外国人対応を進めることが必要である。 

■市在住の外国人の中には、災害が少ない国の出身の人も多く、災害に関する知識が不足していることが

予想できる。 

■災害時に外国人を支援する避難所として指定している市民センターと連携し、避難所開設訓練を実施。 

■災害時における外国人支援の仕組みを整備。引き続き外国人支援訓練等による検証が必要である。 

■災害時通訳ボランティアに対する研修を実施。外国人市民や外国人観光客は増加傾向にあり、災害時に

おける通訳ボランティアによる支援の必要性は高まっている。 

主な取組 

■総合防災ガイドブックの多言語化   ■八王子国際協会による防災・災害対応委員会の設置 

■八王子市総合防災訓練への外国人市民の参加   ■災害時外国人支援マニュアルの策定 

■市民センターにおける外国人支援訓練の実施 

■災害時通訳ボランティアに対する研修、避難所開設訓練への参加 

 

 

 

外国人市民が自ら適切な医療機関を選択できるなど、医療・福祉制度や子育てに関して、情報提供、窓口対

応の充実を図る。 

現状 

■外国人市民の増加、定住化が進み、医療機関を利用する外国人が増えている。 

■外国人市民アンケートでは、多言語で対応できる医療機関の情報や相談体制を求める回答が多い。 

■東京都は東京都医療機関案内サービス「ひまわり」にて多言語対応が可能な病院を紹介している。 

■外国人市民の定住化が進み、簡単な日本語での日常会話であれば、意思の疎通ができる外国人市民も

増えている。 

主な取組 

■東京都医療機関案内サービス「ひまわり」の周知 

■多言語ホームページ、メール配信サービスによる休日医療機関情報の提供 

■介護保険、予防接種ガイド等の各種お知らせの多言語での配布   ■多言語版母子健康手帳の配付 

■八王子国際協会による医療ボランティア委員会の設置 

施策No. 9  防災・災害対応 

施策No. 10  医療・福祉・子育て支援 
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外国人市民が円滑に民間賃貸住宅に入居できる環境を整備するとともに、入居の受け入れにあたり賃貸人

が抱く不安を解消するための入居支援を行う。 

現状 

■住宅確保要配慮者の民間住宅への円滑な入居を促進するため、不動産関係団体、居住支援団体と連携

し、居住支援協議会を設置している。 

■外国人市民アンケートでは「外国人という理由で、住むことを断られた」という回答がある。 

主な取組 

■外国人留学生住居賃貸代行保証料補助金制度の実施 

■八王子市居住支援協議会による住宅相談会の開催、居住支援協力店の紹介 

■住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録 

 

 

 

 

 

 

施策No. 11  住宅確保の支援 
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基本目標 1 外国人市民も安心して暮らせるまち 

施策の柱2 生活支援 

施策のテーマ 2 外国人児童生徒への教育支援 

 

 

 

多言語化した就学案内等を活用し、外国にルーツを持つ児童生徒とその保護者への情報提供・進路指導の

充実を図る。 

現状 

■外国人市民の増加、定住化が進み、外国にルーツを持つ児童生徒も増えている。 

■外国人児童生徒やその保護者への案内等の多言語化は一部にとどまっている。 

■学齢期に達している不就学の外国人児童生徒等への就学案内・支援制度等については、外国人向け情報

誌「Ginkgo」等で周知している。 

■進路指導者が外国人児童生徒やその保護者と円滑なコミュニケーションを図ることができないことがある。 

主な取組 

■外国人向け情報誌「Ginkgo」等を活用した就学案内や就学支援制度の周知 

■文科省提供の「帰国・外国人児童生徒教育のための情報検索サイト（かすたねっと）」の活用 

■就学案内、定型的な通知等の多言語化   ■外国人児童生徒のための就学ガイドブックの配付 

■多言語での高校進学ガイダンスの実施   ■八王子国際協会による学習支援教室の実施 

 

 

 

外国人児童生徒が学校生活に適応できるよう、市及び教育委員会、ボランティア団体等が連携し、日本語に

よる学習支援の充実を図る。 

現状 

■外国人市民の増加に伴い、外国にルーツを持つ児童生徒も増え、日本語指導のニーズが高まっている。 

主な取組 

■小・中学校における日本語学級の設置   ■就学時支援、日本語巡回指導の実施 

■八王子国際協会による学習支援教室の実施 

 

施策No. 12  情報提供・進路指導の充実 

施策No. 13  日本語による学習支援 
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基本目標 1 外国人市民も安心して暮らせるまち 
施策の柱2 生活支援 

施策のテーマ3 外国人留学生の支援 

 

 

 

大学コンソーシアム八王子をはじめとした関係機関と連携し、日本語学校等も含めた外国人留学生への生活

支援の充実を図る。 

現状 

■日本語学校等の留学生も含め、外国人留学生は増加傾向にある。 

■大学コンソーシアム八王子の活動を通して、外国人留学生の生活支援のニーズが寄せられている。 

■日本語学校に所属する留学生の支援策を検討するため、アンケート調査を実施。 

■市の留学生支援は、令和3年度（2021年度）から、大学等の留学生だけでなく、日本語学校等の留学生

にも広く支援対象を拡大。 

主な取組 

■住居賃貸代行保証料補助金制度の実施   ■日本語能力試験受験料補助金制度の実施 

■新入留学生を対象にした生活ガイドの配付   ■新入留学生へのごみの出し方の啓発    

 

 

 

外国人留学生ならではの視点や能力を活かし、地域活性化につながる活動ができるよう支援する。 

現状 

■外国人留学生には地域との交流の機会を望む声が多い。 

■外国人観光客の増加など、地域の国際化に伴い、外国人留学生が語学能力等を生かす機会が増えて

いる。 

主な取り組み 

■「助っ人留学生」制度による地域活動と留学生のマッチング 

■高尾山観光案内所での観光案内ボランティアの実施 

■小・中学校の授業にゲストティーチャーとして参加   ■高齢者施設での交流の実施 

 

 

 

施策No. 14  外国人留学生への生活支援 

施策No. 15  外国人留学生による地域活性化 
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基本目標2 多様な文化を尊重し共に支え合うまち 
施策の柱 1 意識啓発と社会参画支援 

施策のテーマ 1 多文化共生の意識づくり 

 

 

 

多文化共生をテーマにしたワークショップ、イベント等により、市民の多文化共生意識の醸成を図る。 

現状 

■多文化共生社会の実現には、日本人市民の多文化共生意識を啓発することが重要である。 

■外国人市民が増えること自体に不安を感じる人がいる。 

主な取組 

■多文化共生についての講演会、ワークショップ等の実施 

■多文化共生についてやさしく紹介した啓発パンフレットの作成、配布 

■啓発動画の作成、公開 

 

 

 

国際理解教育の実施など、世界の文化に触れる機会を創出し、国際理解の推進を図る。 

現状 

■異なる⽂化を理解するには、実際に触れ合い交流することが有効だが、こうした機会が少ない。 

■都の世論調査でも、外国⼈と⽇本⼈がお互いを尊重するために必要な取り組みは「地域社会の活動に外

国⼈の参加を促すなど⽇本⼈と外国⼈の交流の機会を増やしていく」ことだと考えている⼈が多い。 

主な取組 

■八王子国際協会による国際理解についての研修やワークショップ等の実施 

■八王子国際協会による「世界の人とふれあいタイム」の開催 

■小・中学校における国際理解教育の推進 

■小・中学校の教員を対象とした国際理解教育研修の実施 

 

 

 

施策No. 16  多文化共生意識の啓発 

施策No. 17  国際理解の推進 
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基本目標2 多様な文化を尊重し共に支え合うまち 
施策の柱 1 意識啓発と社会参画支援 

施策のテーマ2 外国人市民の社会参加 

 

 

 

外国人市民が地域に主体的に参加ができる環境を整備するとともに、ネットワークの活性化を図る。 

現状 

■中長期的な在住展望を持つ外国人市民が増えていること、外国人市民の年齢構成が若いこと等を踏ま

え、従来の生活支援にとどまらず、地域社会において、外国人がその担い手になる取り組みを推進する必

要がある。 

■市では現状把握はできていないが、教会やモスク、飲食店等に集まる外国人コミュニティがいくつか存

在している。 

主な取組 

■八王子国際協会による「世界の人とふれあいタイム」の開催。 

■「助っ人留学生」制度による地域活動と外国人留学生のマッチング。 

■外国人コミュニティでの防災訓練の実施 

■小・中学校の授業へのゲストティーチャーの参加 

 

 

施策No. 18  外国人市民への社会参加の支援 
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基本目標2 多様な文化を尊重し共に支え合うまち 
施策の柱2 国際交流の推進 

施策のテーマ 1 外国人観光客等への対応 

 

 

 

海外への PR、多言語による観光情報等を充実し、外国人市民や外国人留学生、語学ボランティア等を活用

した観光案内の体制を構築するとともに、観光施設や商店街等における外国人観光客対応を支援する。 

現状 

■外国人観光客の増加に伴い、外国人との交流の機会が増えている。 

■特に高尾山は、多くの外国人観光客が訪れている。 

主な取組 

■観光パンフレット等の多言語化 

■日本遺産を案内するリーフレット、看板等の多言語化 

■観光案内所における観光ガイドの配置、多言語対応 

■中心市街地おもてなし通信環境の整備 

■諸外国への観光PR 

 

 

 

MICE の受入れに向け、誘致活動を推進するとともに、外国人参加者へのサポートなど、支援体制を強化す

る。 

現状 

■平成２９年（2017年）７月に東京都の多摩ビジネスイベンツ重点支援エリアに指定。 

■令和４年（２０２２年）の東京たま未来メッセ（都立多摩産業交流センター）開業により、市内コンベンショ

ン施設が充実。国際的なMICEの増加が見込まれ、外国人参加者への対応が必要である。 

主な取組 

■MICEガイドブック等の多言語化 

■事業者ネットワークの活用や、MICEボランティアの登録、派遣体制の整備 

■諸外国へのMICE都市としてのPR 

 

※MICE（マイス）とは、企業等の会議・研修、国際機関・団体、学会等が行う国際会議 、展示会・見本市、イベントなどのビジネ

スイベントの総称。スポーツ・文化イベントなど大小さまざまなものが含まれる。 

 

施策No. 20  MICEの推進 

施策No. 19  外国人観光客への観光案内 
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基本目標2 多様な文化を尊重し共に支え合うまち 
施策の柱2 国際交流の推進 

施策のテーマ2 海外都市との交流 

 

 

 

海外友好交流都市に関連したイベントを通じて各都市の魅力を周知するとともに、さまざまな分野での活発

な交流を支援・促進する。 

現状 

■平成１８年（２００６年）に中国・泰安市、台湾・高雄市、韓国・始興市、平成２９年（２０１７年）にドイツ・ヴリ

ーツェン市と友好交流協定を締結。 

■青少年が異文化体験を通して国際的な感覚を身につけるため、海外都市と交流事業を行っている。 

■市民団体や民間団体が主体となる海外交流事業が行われている。 

主な取組 

■海外交流支援デスクにおける交流支援   ■海外友好交流事業補助金制度の実施 

■海外友好交流都市写真展の開催   ■パフォーマンス団の相互派遣 

■青少年海外交流事業の実施   ■看護専門学校による高雄市への研修 

 

 

 

海外友好交流都市 

本市では、市民の国際理解を深め、国際感覚を豊かに

するため、平成１８年（２００６年）、市制９０周年を契機

に中国・泰安
たいあん

市、台湾・高雄
た か お

市、韓国・始興
し ふ ん

市と、市制

100 周年を迎えた平成２９年（2017 年）には、ドイツ・

ヴリーツェン市と友好交流協定を締結しました。これま

で、青少年交流や文化交流、スポーツ交流など、さまざ

まな分野での交流を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

施策No. 21  海外友好交流都市等との交流 
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国際協力団体や大学等と連携し、開発途上国等を支援するとともに、国際協力活動や倫理的（エシカル）消費

の周知を図る。 

現状 

■国際理解を深めるうえで、国際協力活動や開発途上国の現状を知ることができる機会が必要である。 

■毎年、青年海外協力隊・シニア海外協力隊として国際協力活動に参加する市民が多数いる。 

■各分野で海外からの視察の受け入れを行っている。 

主な取組 

■資源循環技術協力による開発途上国のごみ問題の改善 

■フェアトレード商品の購入など人、社会、環境などに配慮した倫理的（エシカル）消費の啓発 

■JICA（国際協力機構）等と連携した国際協力についての周知 

■海外からの視察の積極的な受け入れ 

 

 

 

施策No. 22  国際協力の推進 



28 

 

第5章 推進体制 
 

1．推進体制 

（1）庁内の推進体制 

   本プランに掲げる基本理念の実現に向け、市民活動推進部多文化共生推進課が中心となり、庁内各課

との連携を横断的に実施します。 

 

（2）多文化共生推進評議会 

   多文化共生推進プランの進捗状況を確認し、評価や見直しによりプランを着実に推進していくため、学

識経験者、在住外国人、公募市民、八王子国際協会、町会自治会連合会、商工会議所、日本語学校の関

係者などで構成する「多文化共生推進評議会」を開催します。 

 

 

2．地域における各主体の役割と連携 

（1）市民の役割 

   市民や八王子国際協会をはじめとした外国人支援団体等には、独自性と創造性を活かし、外国人市民

のための日本語支援や交流事業等、多文化共生の担い手としての主体的な活動が期待されます。また、

外国人市民には、日本の文化や習慣を理解するとともに、地域社会の一員として積極的に地域の活動

に参加することが期待されます。 

 

（2）地域の役割 

   町会・自治会、NGO・NPO、企業、教育機関等の関係機関には、その専門性や広いネットワークを活かし

た、日本人市民への多文化共生の意識啓発や外国人市民への支援等の地域貢献が期待されます。 

 

（3）市の責務 

市は、外国人市民への行政サービスの提供者であるとともに、多文化共生のまちづくりの指針を掲げ、

国や東京都、地域における各主体と連携し、多文化共生社会の実現に向けた体制づくりを担います。 
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NPO法人八王子国際協会 

  

八王子国際協会は、平成 20 年（2008 年）に、外国人市民を地域の一員として迎え、誰もが心豊か

で安心して暮らせる、多文化共生社会の実現に向けた市民団体として設立されました。企業や大

学、関連団体などとの連携を強化し、生活コミュニケーション支援や、子どもたちへの国際理解教

育、学習支援などの事業に取り組んでいます。また、多くのボランティアが所属しており、語学ボラン

ティアや医療通訳ボランティア、災害時通訳ボランティアなど、会員がボランティアとして活躍でき

る場を創出しています。 



資料編 
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１．外国人市民アンケート 

 

実施期間 令和３年（2021年）10月 15日から 11月30日まで 

調査対象 市内に住民登録がある18歳以上の外国人 

対象者数 1,000人 

抽出方法 住民基本台帳からの無作為抽出法 

対応言語 日本語、英語、中国語（簡体字）、韓国語、スペイン語、ベトナム語 

調査方法 郵送配布、郵送・Web回答 

回収結果 回収200部（Web67部・郵送 133部）、未達 18部、回収率20.4％ 

 

 

 

 

 

男性 女性 回答しない 無回答

回答数 79 121 0 0

割合 39.5% 60.5% 0.0% 0.0%

0

20

40

60

80

100

120

140

Q1 性別を教えてください
（人） 

１８～１９歳 ２０～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳 ６０～６９歳 ７０歳以上 無回答

回答数 1 56 47 37 41 9 8 1

割合 0.5% 28.0% 23.5% 18.5% 20.5% 4.5% 4.0% 0.5%

0

10

20

30

40

50

60

Q2 何歳ですか
（人）
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○その他回答（主なもの） 

 会社同僚、義父・義母、孫 など 

 

 

○その他回答（主なもの） 

 朝鮮、タイ、オーストラリア、エチオピア、ニュージーランド など 

 

 

 

 

 

 

いない（一人

暮らし）

夫または妻、

パートナー

小学生未満

の子ども

小学生・中学

生の子ども

高校生以上

の子ども
親 兄弟姉妹 友人・知人 その他 無回答

回答数 53 97 22 40 25 10 6 22 9 0

割合 26.5% 48.5% 11.0% 20.0% 12.5% 5.0% 3.0% 11.0% 4.5% 0.0%

0

20

40

60

80

100

120

Q3 あなたと一緒に住んでいる人はいますか（複数回答可）

（人）

中国 韓国 フィリピン ベトナム ネパール アメリカ 台湾 ブラジル インドネシア ペルー その他 無回答

回答数 82 26 19 17 4 4 3 4 3 5 33 0

割合 41.0% 13.0% 9.5% 8.5% 2.0% 2.0% 1.5% 2.0% 1.5% 2.5% 16.5% 0.0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Q4 国籍を教えてください
（人）
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○その他回答（主なもの） 

 医療、高度専門職、特定技能、経営・管理、教育、宗教 など 

 

 

 

○その他回答（主なもの） 

会社役員、研修生（食品加工）、宣教師 など 

 

 

 

 

 

 

永住者 留学

技術・人文

知識・国際

業務

家族滞在
特別永住

者

日本人の

配偶者等
定住者 技能実習 特定活動 その他 無回答

回答数 83 29 22 6 11 12 11 11 6 9 0

割合 41.5% 14.5% 11.0% 3.0% 5.5% 6.0% 5.5% 5.5% 3.0% 4.5% 0.0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Q5 在留資格を教えてください
（人）

自営業
会社員・公務

員（正社員）

派遣社員・契

約社員

アルバイト・

パート

専業主婦（主

夫）
学生 働いていない その他 無回答

回答数 15 58 20 32 24 30 8 12 1

割合 7.5% 29.0% 10.0% 16.0% 12.0% 15.0% 4.0% 6.0% 0.5%

0

10

20

30

40

50

60

70

Q6 職業を教えてください
（人）
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○その他回答（主なもの） 

 ヒンディー語、タイ語、インドネシア語、ポーランド語 など 

 

１年未満 １年～３年 ４年～６年 ７年～９年 １０年以上 無回答

回答数 7 35 31 12 112 3

割合 3.5% 17.5% 15.5% 6.0% 56.0% 1.5%

0

20

40

60

80

100

120

Q7 日本に住んでいる長さを教えてください
（人）

日本語 英語 中国語 韓国語 スペイン語
ポルトガル

語
タガログ語 ベトナム語 ネパール語 その他 無回答

回答数 150 104 81 25 10 4 15 17 4 20 0

割合 75.0% 52.0% 40.5% 12.5% 5.0% 2.0% 7.5% 8.5% 2.0% 10.0% 0.0%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Q8 読み書きできる言語を教えてください（複数回答可）
（人）

問題なくできる
簡単な言葉ならで

きる
ほとんどできない 全くできない 無回答

回答数 118 72 6 3 1

割合 59.0% 36.0% 3.0% 1.5% 0.5%

0

20

40

60

80

100

120

140

Q9-1 日常会話における、日本語での会話について

教えてください（話す）（人）
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問題なくできる
簡単な言葉ならで

きる
ほとんどできない 全くできない 無回答

回答数 116 70 8 3 3

割合 58.0% 35.0% 4.0% 1.5% 1.5%

0

20

40

60

80

100

120

140

Q9-2 日常会話における、日本語での会話について

教えてください（聞く）
（人）

漢字も含めてできる 簡単な漢字ならできる
漢字はできないが、ひ

らがなはできる
全くできない 無回答

回答数 107 56 25 9 0

割合 53.5% 28.0% 12.5% 4.5% 0.0%

0

20

40

60

80

100

120

Q10-1 日常会話における、日本語の読み書きについて

教えてください（読む）
（人）

漢字も含めてできる 簡単な漢字ならできる
漢字はできないが、ひ

らがなはできる
全くできない 無回答

回答数 94 59 29 17 0

割合 47.0% 29.5% 14.5% 8.5% 0.0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Q10-2 日常会話における、日本語の読み書きについて

教えてください（書く）
（人）



36 

 

○その他回答（主なもの） 

 （学校の）先生、職場、友人、妻、夫、八王子国際協会、配布チラシ など 

 

 

○その他回答（主なもの） 

 同胞、生活相談所、恋人（日本人）、施設職員 など 

広報はちお

うじ

市ホーム

ページ
Twitter Facebook LINE メール 新聞・テレビ

町会・自治

会などの回

覧板

外国人向け

情報誌

「Ginkgo」

市の情報に

興味がない
その他 無回答

回答数 74 64 7 26 9 9 32 26 15 24 17 3

割合 37.0% 32.0% 3.5% 13.0% 4.5% 4.5% 16.0% 13.0% 7.5% 12.0% 8.5% 1.5%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Q11 八王子市のお知らせ （市の制度やイベント情報など）は

どのように知りますか（複数回答可）
（人）

家族・親族

（日本にい

る）

家族・親族

（日本以外

にいる）

職場・学校

の人（日本

人）

職場・学校

の人（日本

人以外）

友達 （日

本人）

友達（日本

人以外）
近所の人

大使館・領

事館

八王子市

役所

在住外国

人サポー

トデスク

（八王子国

際協会）

相談でき

る人がい

ない

その他 無回答

回答数 113 72 54 27 60 89 7 12 24 5 5 4 0

割合 56.5% 36.0% 27.0% 13.5% 30.0% 44.5% 3.5% 6.0% 12.0% 2.5% 2.5% 2.0% 0.0%

0

20

40

60

80

100

120

Q12 困ったときの相談相手は誰ですか（複数回答可）
（人）
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○その他回答（主なもの） 

 肌の色のせいで悪口を言われる、高校の学費が高い、学費等を無料にしてほしい など 

 

 

○その他回答（主なもの） 

 留学ビザなので、医療ローン利用できない。 

医療専門用語がわからないとどこの病院は急診があることわからない。 

健康保険金が高い など 

保育園や学

校からの連

絡がわから

ない

子どもが日

本語を話せ

ない

友達ができ

ない・いじ

められる

子どもが学

校に行かな

い・行きた

がらない

子どもの進

学や就職に

不安がある

自分の国の

文化をわ

かってもら

えない

子育てにつ

いて相談で

きるところ

がない

在住外国人

サポートデ

スク（八王子

国際協会）

困っている

ことはない
その他 無回答

回答数 13 7 4 1 18 6 7 0 64 8 92

割合 6.5% 3.5% 2.0% 0.5% 9.0% 3.0% 3.5% 0.0% 32.0% 4.0% 46.0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Q13 「子育て」について困っていることはなんですか

子どもがいる人は回答してください（複数回答可）
（人）

日本の医療

制度がわか

らない。

どこの病院

に行ったら

良いかわか

らない。

外国語で対

応できる病

院がわから

ない

病院で病気

やけがにつ

いて説明で

きない。

病院の先生

の話がわか

らない。

健康診断や

健康相談に

参加できな

い。

医療につい

て相談でき

るところが

ない。

困っている

ことはない。
その他 無回答

回答数 25 31 40 33 28 7 16 100 7 7

割合 12.5% 15.5% 20.0% 16.5% 14.0% 3.5% 8.0% 50.0% 3.5% 3.5%

0

20

40

60

80

100

120

Q14 「医療」について困っていることはなんですか
（複数回答可）（人）
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○その他回答（主なもの） 

 初期費用が高すぎる。 

 外国人だから多く払う。 など 

 

 

○その他回答（主なもの） 

 コロナ禍で苦しんでいる。 

 年上の留学生にとって、採用チャンスが少ない。 

 年齢差別。企業や大学の年齢に関する規則が多すぎる。 

 差別。 など 

 

家を借りる際

のルールが分

からない。

外国人という

理由で、住むこ

とを断られた。

家を借りると

きに保証人が

見つからない。

日本の生活の

きまり（ごみの

出し方など）が

わからない。

住むところに

ついて相談で

きるところが

ない。

困っているこ

とはない。
その他 無回答

回答数 3 20 23 8 13 139 6 8

割合 1.5% 10.0% 11.5% 4.0% 6.5% 69.5% 3.0% 4.0%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Q15 「住むところ」について困っていることはなんですか
（複数回答可）

（人）

仕事を探す方

法が分からな

い。

外国人という

理由で、働く

ことを断られ

た。

求人情報が

少ない。

日本で働くた

めのマナーが

わからない。

日本人よりも

らえるお金が

少ない。

仕事について

相談できると

ころがない。

困っているこ

とはない。
その他 無回答

回答数 13 17 27 16 16 19 112 15 7

割合 6.5% 8.5% 13.5% 8.0% 8.0% 9.5% 56.0% 7.5% 3.5%

0

20

40

60

80

100

120

Q16 「仕事」について困っていることはなんですか
（複数回答可）（人）
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○その他回答（主なもの） 

 施設の対策に応じる。 

 主人と相談して対応。 など 

 

 

  

 

参加している。
参加していない（機会が

あれば参加したい）

参加していない(興味が

ない）
無回答

回答数 19 122 56 2

割合 9.5% 61.0% 28.0% 1.0%

0

20

40

60

80

100

120

140

Q18 八王子市内で行われるイベントや

ボランティアに参加していますか
（人）

八王子市総

合防災ガイ

ドブックを

読んでい

る。

ハザード

マップを見

て、危ない

ところを確

認している。

避難所（危

ないときに

逃げる場所）

を確認して

いる。

備蓄（食べ

物や飲み

物、懐中電

灯など）をし

ている。

家具などが

倒れないよ

うにしてい

る。

防災訓練に

参加してい

る。

防災に関す

るアプリを

ダウンロー

ドしている。

八王子市の

防災に関す

るホーム

ページを見

ている。

何もしてい

ない。
その他 無回答

回答数 48 35 77 91 45 20 33 18 42 3 1

割合 24.0% 17.5% 38.5% 45.5% 22.5% 10.0% 16.5% 9.0% 21.0% 1.5% 0.5%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Q17 地震や台風などの災害に備えて、

準備していることはなんですか（複数回答可）
（人）
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トラブル・困ったことがある トラブル・困ったことはない 無回答

回答数 12 181 7

割合 6.0% 90.5% 3.5%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Q19 生活するうえで、近所の人とトラブルになった

ことや、困ったことはありますか。
（人）

入っている。
入っていない（機会があ

れば入りたい）

入っていない（興味がな

い）
無回答

回答数 44 57 97 2

割合 22.0% 28.5% 48.5% 1.0%

0

20

40

60

80

100

120

Q21 町会・自治会に入っていますか
（人）

Q20 トラブル・困ったことの内容を教えてください。 

（Q19で「トラブル・困ったことがある」を選んだ人のみ回答） 

 

・人種差別的な近隣住民がいる。 など差別関連 2人 

・声がうるさいと会社に連絡された。 など騒音トラブル関連 7人 

・その他 2人 

・無回答 1 人 
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思う
どちらかとい

えば思う

どちらかとい

えば思わない
思わない わからない 無回答

回答数 101 61 14 1 22 1

割合 50.5% 30.5% 7.0% 0.5% 11.0% 0.5%

0

20

40

60

80

100

120

Q22 八王子市は、外国人も安心して

暮らせるまちだと思いますか
（人）

Q23 Q22の回答理由を教えてください。 

 
○「思う」の回答理由（主なもの） 

 ・環境はとても良く、家賃も比較的安いので、住んでいて満足している。 

 ・環境がよくて、きれいな町です。治安もよくて、安心して住める都市です。 

 ・外国人市民に対する支援を受けやすいため。 など 

○「どちらかといえば思う」の回答理由（主なもの） 

 ・外国人だからと言って、困った事があまりない。 

 ・市役所の対応に満足しています。 

 ・英語で受けられるサービスがなかなか見つからないこと以外、暮らしやすい環境です。 など 

○「どちらかといえば思わない」の回答理由（主なもの） 

 ・日本語が分からない外国人への情報伝達が不十分。八王子国際協会の存在を知らせるべき。 

 ・残念ながら、差別的待遇や無理解が頻繁にあるため。 

 ・都会じゃないから。 など 

○「思わない」の回答理由 

 ・コロナの頃、アルバイトを探しました。日本語は日常生活ができるレベルを持っているですが、外国人

なので、何回も断られました。差別が感じられました。 

○「わからない」の回答理由（主なもの） 

 ・他の外国人の生活状況を注目したことがない。 

 ・ほかの自治体の詳細はわからないのでは、何とも言えない。 

 ・特に暮らしやすくも暮らし難い点もないから。 
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○その他回答（主なもの） 

 納税など、市民の義務について学べる機会を作る。 

 町会の会館を英語（レッスン？）のために使用できるようにしてほしい。 

 日本人と接触できるチャンスを増やすべきだと思う。 

日本文化交流会、中国語交流会などの活動を増やせばいいと思う。 など 

 

 

住み続けたい
八王子市以外に住み

たい
母国に帰りたい 無回答

回答数 173 13 8 6

割合 86.5% 6.5% 4.0% 3.0%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Q25 八王子市にこれからも住み続けたいですか
（人）

日本の文化

や生活情報

を外国語で

知らせる。

日本人と外

国人の交流

イベントを

開催する。

外国人の子

どもや留学

生へ支援を

行う。

外国人への

偏見・差別

をなくす。

外国人も地

域活動に参

加しやすく

する。

外国人も意

見や提案を

しやすくす

る。

外国人の文

化や生活情

報を紹介す

る。

外国人を支

援する団体

やボラン

ティアと協

力する。

特にない。 その他 無回答

回答数 78 70 59 97 67 55 44 53 27 9 4

割合 39.0% 35.0% 29.5% 48.5% 33.5% 27.5% 22.0% 26.5% 13.5% 4.5% 2.0%

0

20

40

60

80

100

120

Q24 八王子市を、外国人も暮らしやすいまちにする

ために、必要なことはなんですか（複数回答可）
（人）



43 

 

 

 

Q26 Q25の回答理由を教えてください。 

 

○「住み続けたい」の回答理由 

 ・都会と程良い距離で、自然もあり、気に入っています。 

 ・友達も職場もある大切な場所になったから。 

 ・八王子在住の外国人市民向けの情報支援が多く受けられているため。 

 ・住宅を購入したので。  など 

○「八王子市以外に住みたい」の回答理由 

 ・都心から遠すぎる。 

 ・他の所も住んでみたいです。 

 ・高齢化により、外国人に対して消極的だし、街に元気もない。 など 

○「母国に帰りたい」の回答理由 

 ・卒業後は帰国予定だから。 

 ・日本は外国人に対してかなり不親切かつ無理解であり、ここで暮らすことは困難であるため。 

 ・本当の友人をさがすのがむずかしい。日本の習慣のなかでは。 など 

自由記述（主なもの） 

 
○多文化共生について 

・市内で無意識の差別発言・行動が多く、先ず「外国人=負担」という誤解を招くようなことを減らし、本

当の意味での共生が可能になるような継続的プログラムを是非実施してください。 

・人種差別、特に貧困地域の外国人に対する差別をなくすため、日本人市民を教育して欲しい。 

・東京都にある大都市八王子ですが、国際交流に対する理解は少し足りないと思います。 

○多言語対応について 

・コロナワクチン予防接種を受けに行ったとき、接種会場までの案内表示がすべて漢字で、読めません

でした。 

・外国人を雇用していても、外国語版やフリガナを付けた就業規則やお知らせを提供してくれる会社は

ありません。 

○行政窓口について 

・市役所や各事務所等で外国人が行政処理をする際にもっと親切に対応して頂きたい。 

・行政対応で外国人に差別をしないでほしい。 

・市の外国人市民に対しての支援はよくされていると思う。 

○イベント等への参加について 

・コロナが落ち着いたら、多文化のお祭りなどのイベントがあったら参加したい。 

・八王子市が、市内在住の外国人市民のための座談会を開いてくれたら嬉しいです。 

 〇特になし、無記入 166人 
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モニター№ 

２．市政モニターアンケート 

 

実施期間 令和３年（2021年）9月 10日から9月30日まで 

調査対象 市政モニター（属性は下表のとおり） 

対象者数 100人 

調査方法 郵送配布、郵送・Web回答 

回収結果 回収95部、回収率95％（内訳は下表のとおり） 

 

 

市政モニターの属性 

（太枠内は回収数）

全 体 
郵送 イ ン タ ー ネ ッ ト 合計 

47 45 53 50 100 95 

性 

別 

男性 24 22 26 25 50 47 

女性 23 23 27 25 50 48 

年 

 

代 

１８歳～２９歳 2 2 ９ 7 11 9 

３０歳代 4 4 8 8 12 12 

４０歳代 12 12 9 9 21 21 

５０歳代 6 6 14 13 20 19 

６０歳～６４歳 5 4 7 7 12 11 

６５歳以上 18 17 6 6 24 23 

地 

 

区 

中 央 
7 7 8 8 15 15 

（本庁地区） 

西南部 
10 9 8 7 18 16 

（浅川･横山･館地区） 

東 部 
9 9 12 12 21 21 

（由木･由木東･南大沢地区） 

西 部 
8 8 5 4 13 12 

（元八王子･恩方･川口地区） 

東南部 
10 9 12 11 22 20 

（由井･北野地区） 

北 部 
3 3 8 8 11 11 

（加住･石川地区） 
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問１ あなたは、「多文化共生のまちづくり」について、どのように思いますか。    （○は１つだけ） 

 

選択肢 構成比（％） 

必要である 68.4 

どちらかといえば必要である 22.1 

どちらかといえば必要ない  6.3 

必要ない  0.0 

わからない  3.2 

  

 

問２ あなたは、八王子市が外国人も安心して暮らせるまちだと思いますか。 （〇は１つだけ） 

 

選択肢 構成比（％） 

そう思う 18.9 

どちらかといえばそう思う 45.3 

どちらかといえばそうは思わない 11.6 

そうは思わない  5.3 

わからない 18.9 

 

 

問３ あなたは、自分の国際感覚が豊かになったと感じますか。     （○は１つだけ） 

 

選択肢 構成比（％） 

豊かになった  7.4 

どちらかといえば豊かになった 38.9 

どちらかといえば豊かになっていない 21.1 

豊かになっていない 23.2 

わからない  9.5 
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問４ あなたは、外国人のための相談窓口として「在住外国人サポートデスク」（※）があることを知っ

ていますか。 （○は１つだけ） 

 

選択肢 構成比（％） 

知っていて、利用したことがある  0.0 

知っているが、利用したことはない 21.1 

知らない 78.9 

 

 

問５ 外国人市民は今後さらに増えていくことが見込まれますが、市内に外国人が増えていくことについ

て、あなたはどのように考えますか。                （○はいくつでも） 

（ｎ＝95） 

選択肢 構成比（％） 

多様性の豊かなまちになる 55.8 

外国の文化にふれる機会が増える 52.6 

生活習慣（ごみの出し方やマナーなど）の違いにより、生活環境が悪くなら
ないか心配である 

50.5 

外国人の知人・友人ができる 30.5 

外国人が増えること自体、なんとなく不安に思う 29.5 

まちが賑やかになるなど活気がでる 26.3 

外国語を学べる機会が増える 17.9 

日本語が通じない人が増えることで、不便、不安に思う 10.5 

日本の習慣や街並みなどの景観から日本らしさが失われる  7.4 

その他  8.4 

特にない  1.1 

 

その他回答（主なもの） 

○ 見かけることはあるが、直接接したり、行動する機会はない。 

○ 治安が悪くならないか心配。 

○ 日本人へのサポートも必要。 

○ 宗教、文化、民族的価値観等に触れる機会ができるのは良いが、必ずそこから問題が出てくることが懸

念される。 

○ 犯罪が増えそうで不安。 
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問６ あなたは今までに、外国人に関連して困った経験がありますか。   （○は１つだけ） 

（ｎ＝95） 

選択肢 構成比（％） 

ある（→問６-１へ） 29.5 

ない（→問７へ） 70.5 

 

 

【問６で「１ ある」とお答えの方に】 

問 6-1 困ったことはどのようなことですか。    （○はいくつでも） 

（ｎ＝28） 

選択肢 構成比（％） 

日本語が通じない 53.6 

ごみの出し方など基本ルールを理解していない 35.7 

日本の習慣を理解してもらえない 35.7 

外国人の考え方が理解できない 10.7 

部屋からの声や物音、臭いなど 10.7 

どのように接したらいいのかわからない 10.7 

町会・自治会など地域活動に参加してくれない 3.6 

その他 17.9 

 

その他回答（主なもの） 

○ 道を聞かれたが、答えられなかった。 

○ 声が大きい。 

○ 日本語と海外の言葉のニュアンスが微妙に違うので、気持ちの部分が伝わりにくい。 

○ 日本人同士でもあることだが、注意をしたり、お願いごとをする際の理由について、説明するのが難

しい。 

○ マスク未着用の割合が日本人に比べて外国人が多いと感じる。 

  



  

  

48 

 

 

問７ 「多文化共生のまちづくり」を進めるために、あなたには何ができると思いますか。 

（○はいくつでも） 

（ｎ＝95） 

選択肢 構成比（％） 

やさしい日本語（※）を意識するなど、コミュニケーションを工夫する 69.5 

外国人に話しかける（あいさつなど） 47.4 

日常の簡単な相談に応じるなど、可能な範囲で支援する 38.9 

外国語や外国の文化を学ぶ 31.6 

国際交流イベントに参加する 16.8 

外国人が地域の行事に参加するよう声掛けする 11.6 

外国人を支援する活動に参加する  9.5 

その他  2.1 

特にない  6.3 

【無回答】  4.2 

 

その他回答（主なもの） 

○ 日本のことを教えている。 

○ 折り紙を教えること。 

 

  



  

  

49 

 

 

問８ 「多文化共生のまちづくり」を進めるためには、市はどのようなことに力を入れるべきと思いますか。 

（○はいくつでも） 

（ｎ＝95） 

選択肢 構成比（％） 

日本の文化や生活情報を外国語で知らせる 63.2 

外国人への偏見・差別をなくすための努力をする 57.9 

日本人と外国人の交流イベントを開催する 49.5 

外国人の子どもや留学生へ支援を行う 46.3 

外国人も地域活動に参加しやすい環境をつくる 45.3 

外国人も意見や提案をしやすくする 37.9 

外国の文化や生活情報を紹介する 27.4 

ＮＰＯやボランティアの育成と支援を行う 26.3 

その他  6.3 

特にない  1.1 

 

その他回答（主なもの） 

○ 現在、孫の同級生にハーフの子どもが二人いるが、当たり前のように日本人として接している。外国人

として区別されることなく、楽しい学校生活になるよう見守って欲しい。 

○ 積極的に看板や広報に英語の表記をすると共に、ピクトグラムのようなわかりやすいアイコンもあると

良い。日本人も看板はよく目にするので、外国語が記述された看板が目につく場所にあると、多文化共

生の街であると認識が深まる。 

○ 外国人にも日本人への偏見・差別をなくす努力をしてもらう。  

○ 外国人が日本文化に触れあう機会を設ける。 
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問９ その他、「多文化共生のまちづくり」に関するご意見がありましたら、ご記入ください。 

（主なもの） 

≪周囲の環境整備・サポート≫ 

○ 外国から日本へ来た方で、お子さんのいる方には特にサポートが必要だと思う。     

○ イベント的な活動も良いが、日常生活の中で困っていることを支援したり、子どもたちの母語を大切に

しつつ、日本語の支援も行ったりすることが大切。 

○ 外国人は近所に住んでいないが、機会があれば関わりたい。 

 

≪イベント・交流の場への参加≫ 

○ 月毎に一つの国を取り上げて、その国の様子や文化、八王子に暮らしている人等を紹介する展示コー

ナーや、その国の食べ物、雑貨、調味料等を売ると面白いかと感じた。 

○ 八王子祭りのような大型イベントの運営など、市民との交流の場に参加してもらう機会を増やし、関係

性を豊かにできたら良い。           

○ 地域社会の人と接することが大切だと思う。私自身は日本語しかできないが、海外の人が困っていた

ときにジェスチャーで伝え、お互いに喜んだことを思い出す。 

 

≪市の政策・取組≫ 

○ 日本人と外国人の仲介、かけ橋的な役割を市にして欲しい。       

○ 「多文化共生のまちづくり」に関する市の活動を、正直、身近に感じたことはない。     

○ 「多文化共生のまちづくり」 を行なうためには、まず、日本人の安全で安心が守られることが必要。ま

た、日本人より外国人を優遇するような政策は反対。        

○ 日本語を教えるボランティアをしているが、市の施設を利用する際に様々なことを免除してもらえる制

度があると有難い。 

 

≪言葉の問題≫ 

○ 言葉の壁がある。言葉が理解できれば意思疎通できるようになる。積極的に外国人を受け入れながら、

多国語を話せる方や翻訳機などを使って言葉の壁を解決していく必要がある。 

○ 世界に通じる英語能力が自分を含め日本は低い。学校や公共施設などに外国人を招き、生きた英語を

学びながらコミュニケーションを増やし、お互いに解かりあえる世の中になるよう積極的に進めるべ

き。 

  

≪治安の問題≫ 

○ 治安が悪くなるイメージがあるので、積極的に受け入れたいと思わない。  

○ 一部の技能実習生による犯罪が懸念される。 

○ 最近、外国人の犯罪が多くなったと思う。多文化共生には受け入れ側の安心感が必要。 

 

≪その他≫ 

○ 外国人だけでなく、LGBTに対する理解ある街になって欲しい。同性婚、またはそれ相当の支援が受け

られるようになって欲しい。 
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３．八王子市多文化共生推進評議会開催要綱 

 

 

（主旨）  

第１条 八王子市多文化共生推進プラン（以下「プラン」という。）の推進にあたり、八王子市多

文化共生推進評議会（以下「評議会」という。）を開催することに関し必要な事項を定めるも

のとする。  

 

（意見等を求める事項）  

第２条 評議会において意見等を求める事項は、次のとおりとする。  

（１） プランの進捗状況を確認し、評価や見直しによりプランを着実に推進していくため、必

要な事項 

（２） 市の多文化共生推進施策に関し、必要な事項  

（３） 前号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要と認められる事項 

 

（評議員）  

第３条 評議会は、別表に掲げる者から市長が参加を依頼する。  

２ 市長は、評議員が欠けたときに、後任の評議員の参加を依頼することができる。  

 

（座長）  

第４条 評議会に、評議会を進行する座長を置く。  

２ 座長は、評議員の互選により選任する。  

 

（評議員の参加の期間）  

第５条 評議員に参加を依頼する期間は、最初の依頼から２年後の年度末とする。ただし、評議

員が欠けた場合における補欠の評議員の参加の期間は、前の評議員の残りの参加の期間と

する。  

 

（意見聴取等）  

第６条 市長は、必要があると認めるときは、評議員以外の者の出席を求め、意見を聴取し、又

は資料の提出を求めることができる。  

 

（評議会の開催期間）  

第７条 評議会の開催期間は、令和１２年度（２０３０年度）までとする。 

 

（庶務）  

第８条 評議会の庶務は、市民活動推進部多文化共生推進課において処理する。  
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（その他）  

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。  

附 則  

この要綱は、平成２５年（２０１３年）１０月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２７年（２０１５年）４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２８年（２０１６年）４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和元年（２０１９年）５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年（２０２２年）４月１日から施行する。 

 

別表 

区分 選出理由等 人数 

学識経験者 専門的立場から学識経験者の意見を求めるため １名以内 

町会自治会連合会 地域のコミュニティに携わる立場から意見を求めるため １名以内 

八王子商工会議所 外国人の就労・労働に携わる立場から意見を求めるため １名以内 

八王子国際協会 外国人支援に携わる立場から意見を求めるため １名以内 

日本語学校 外国人留学生に携わる立場から意見を求めるため １名以内 

外国人市民 外国人市民の立場から意見を求めるため １名以内 

前八王子市多文化共生

推進評議会評議員 

プラン策定並びに進行管理に関わった評議員の立場から

意見を求めるため 
３名以内 

公募による市民 広く市民の立場から意見を求めるため １名以内 

 

 



　　○任期　令和4年（2022年）5月から令和7年（2025年）3月まで　

1 遠藤
えんどう

　英明
ひであき ― 前八王子市多文化共生推進評議会評議員

2 大塚
おおつか

　英世
ひでよ ― 八王子商工会議所

3 奥野
おくの

　玉紀
たまき ― 前八王子市多文化共生推進評議会評議員

4 小峰
こみね

　ダリア フィリピン 外国人市民

5 柴山
しばやま

　政久
まさひさ ― 公募による市民

6 鈴木
すずき

　伸若
のぶわか ― 町会自治会連合会

7 ド　ミー　ヒエン ベトナム 前八王子市多文化共生推進評議会評議員

8 花輪
はなわ

　豊子
とよこ ― 八王子国際協会

9 松本
まつもと

　和代
かずよ ― 日本語学校

10 森茂
もりも

　岳雄
たけお ― 学識経験者

４．八王子市多文化共生推進評議会　評議員名簿

出身国
（外国人の

み）
氏名 区分
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５．プラン策定までの検討経過 

 

 

（１）アンケート調査 

 

 

（２）八王子市多文化共生推進評議会 

 
 

（３）パブリックコメント 

 

 

 

 

 

 

 外国人市民アンケート 市政モニターアンケート 

実施期間 令和３年 10月 15日～11月 30日 令和３年９月 10日～９月30日 

対象者数 1,000人 100人 

言語 
日本語、英語、中国語（簡体字）、韓国語、ス

ペイン語、ベトナム語 
日本語 

回答結果 回収200部、未達 18部、回収率20.4％ 回収95部、回収率95％ 

 開催日 内容 

第１回 令和４年６月３日 

○八王子市の外国人の状況について 

○八王子市の取り組みについて 

○第２期多文化共生推進プランの基本的な考え方について 

○ウクライナ避難民への支援について 

第２回 令和４年７月 15日 

○八王子市多文化共生推進プランに基づく取組状況について 

○八王子市多文化共生推進プラン（改定版）の指標について 

○第２期多文化共生推進プラン策定について 

第３回 令和４年９月 16日 

○第２期多文化共生推進プラン策定について 

○ウクライナ避難民への支援について 

第４回 令和５年２月３日 

○第２期多文化共生推進プラン策定について 

○令和４年度外国人留学生支援事業について 

○令和５年度多文化共生推進事業に関する予算案について 

実施期間 令和４年 11月 28日～12月28日 

受付件数 6人、14件 



 

  

第2期八王子市多文化共生推進プラン 

令和5年度～12 年度（2023年度～2030年度） 

 

令和 5年（２０２３年）３月策定 
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